
                                        2023 年４月 14 日 
 

入札の実施について 
 

一般競争入札を執行するので、次のとおり告示する。 
 
                                 一般社団法人青果物輸出促進協議会 
                                 会長   菱沼義久 

      
 
１ 入札に付す事項 

１） 契約の名称 
  別紙の「令和４年度品目団体輸出力強化緊急支援事業に係る一般競争入札」の取り組み

名に記載の名称。 
２） 契約の目的と内容 

    別紙の「令和４年度品目団体輸出力強化緊急支援事業に係る一般競争入札」の事業委託

に掲げる内容。 

詳細は入札説明会で配布する仕様書による。 
３） 履行期限 

    契約日から 202４年 3 月 31 日 
 
２ 入札に参加する者に必要な資格 

① 青果物関連業務において実績のある者。 
② 特別な理由がある場合を除き、入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者

で復権を得ない者は、入札に参加できないこととする。 
③ 本協議会との契約等において、次のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があ

った後、2 年間が経過していない場合は、本入札に参加できないこととする。 
ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数

量に関して不正の行為をした者。 
イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を

害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者。 
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者。 
エ 地方自治法第 234 条の２第 1 項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務

の執行を妨げた者。 
オ 正当な理由が無くて契約を履行しなかった者。 
カ アからオに該当する事実があった後 2 年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、

支配人、その他の使用人として使用した者。 
 
３ 入札執行の場所及び日時 

１） 入札場所 



東京都千代田区内幸町１－２－１日土地内幸町ビル２階 
一般社団法人日本青果物輸出促進協議会事務局 

２） 入札日時 
    別紙の「令和４年度品目団体輸出力強化緊急支援事業に係る一般競争入札」の入札時間

とし、その後 企画審査を行う。（１入札者当たり１５分程度） 
３） 開札場所 
 １）に同じ 
４） 開札日時 

２）に同じ 
５） 入札の方法 

   金額評価及び企画審査により選定することとする。なお、企画審査は企画書の評価により行

うこととする。 
６） ⼊札の留意事項 

① ⼊札者は、事前に本業務に係る⼊札説明会（別紙の「令和４年度品⽬団体輸出⼒
強化緊急⽀援事業に係る⼀般競争⼊札」の⽇時）を受けなければならない。 

② ⼊札者は⼊札⽇（企画審査⽇）の前⽇までに次の書類を事務局に提出（⼜は郵送）
しなければならない。 

ア 資格要件を満たすことを証する書類（写し） 
イ 企画書 2 部 
ウ 評価項⽬⼀覧（企画書ページ記⼊済み）2 部 
エ 契約に係る指名停⽌等に関する申⽴書 

③ ⼊札は協議会の所定場所で所定の⽇時に実施し、時間に遅れた場合は⼊札等の資
格を失う。郵便、電信等による⼊札は認めない。 

④ ⼊札書の提出部数は 1 部とし、誤記、脱落がないよう明瞭に記⼊し、提出する。 
⑤ ⼀度提出した⾒積書を取替、変更及び取消しをすることはできないものとする。 
⑥ 開札の結果、落札者がないときは、初度の⼊札に参加した相⼿⽅に再度の⼊札を

⾏う旨伝え、同⼀条件で直ちにこれを 3 回まで⾏う。 
 
４ 入札保証金 
免除 

 
５ 入札心得等の交付に関する事項 

入札心得、契約書（案）及び仕様書については、別紙の「令和４年度品目団体輸出力強化緊

急支援事業に係る一般競争入札」に記載の入札説明会を開催し、交付するものとする。 
また、評価項目一覧についても配布する。 

 
 留意事項 

   ① 書類受領者の責務 
    入札等に参加する業者は、必ず入札に係る仕様書を確認して疑問点を解明し、契約締結

後になって紛争の起こることのないように仕様規格等に対する見解を統一すること。 



 なお、仕様書の理解が不十分な場合などにより損害を受けた場合は、参加業者の負担とす

る。 
６ 送付による入札の可否 
  認めない。 
７ 落札者の決定方法 
 総合評価により選定する。（説明会において評価手順書を提示する。） 
８ 契約書作成の要否 
  要 
９ 予定価格の有無 
  有 
１０ 最低制限価格の有無 
  無 
１１ その他 

１） 無効入札 
次に掲げる入札は無効とする。 
① 入札書に記載した金額が訂正されている場合 
② 同一の入札について２通以上の見積もりを提出した場合 
③ その他の入札等に関する条件に違反した場合 

２） 入札金額等に係る消費税等の取扱い 
① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって契約金額とするので、入札に

参加する者は、消費税等を含めた契約金額の総額を入札書に記載すること。 
② 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税の課税業者であるか免税業者である

かを申し出ること。 
３） 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地 

ア 名称：一般社団法人日本青果物輸出促進協議会 
イ 所在地：東京都千代田区内幸町 1-2-1 日土地内幸町ビル２階 

４） 入札の執行 
初度の入札において、入札者が１者の場合であっても、入札を執行する。 

５） 入札執行の公開 
この入札の執行は、公開しない。 
６） その他 

詳細は仕様書による。 
７） 入札者に要求される事項 

入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から当該書類に関し説明を求め

られた場合には、それに応じなければならない。 
 

以上 


